
- 1 - 
 

公共料金問題についての建議（概要） 

 

 

平成24年２月28日 

消 費 者 委 員 会 

 

消費者委員会は、関係省庁（内閣府特命担当大臣（消費者）、経済産業大臣及び

国土交通大臣）に対して、以下のとおり、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づ

き建議を行い、一層の努力を求める。 

さらに、消費者委員会は、この建議への対応について、関係大臣に対して、平成

24年８月までにその実施状況の報告を求める。 

なお、消費者委員会としては、「消費者基本計画」の検証・評価・監視活動の一

環として、この建議に対する関係各大臣の対応状況について、定期的にフォローア

ップを実施すると共に、今回の建議の直接の対象とはならなかった個別分野におけ

る実態についても、随時問題提起を行っていく所存である。 

 

 

１ 公共料金の問題に対する取組の推進 

消費者庁は、公共料金の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観

点から、以下の取組を行う必要がある。 

（１）消費者庁は、消費者委員会と連携して所管省庁における公共料金に係る情

報提供の実施状況についてのフォローアップを速やかに実施し、その結果を

公表すること。 

（２）消費者庁は、消費者基本計画のフォローアップの一環として、所管省庁に

おける審議会委員の選任状況について確認を行っているところ、消費者の権

利・利益を十分代弁し得る人材が実際に委員として登用されているかという

視点からの確認も行うこと。 

（３）消費者庁は、消費者の視点に立って、物価担当官会議申合せに基づく所管

省庁との協議を的確に行うこと。 

（４）消費者庁は、消費者委員会と連携して、従前物価安定政策会議において整

理された課題のほか、公共料金に関する最近の議論の状況と技術革新の状況

等も踏まえ、消費者、学識経験者、事業者、所管省庁等から幅広に意見を聴

取する等の方法により、以下の課題について検討を行うこと。 

ア 情報提供すべき情報の範囲と方法 

イ 消費者（利用者）の意見を反映させるための方策 

ウ 公共料金について消費者の視点からチェックするための第三者機関設置

の必要性 

エ デフレ時代に見合った料金水準への「値下げ」を求めることができる仕

組みのあり方（例えば、第三者機関からの「値下げ」の要請や消費者団体

等からの「値下げ」の求め等の仕組み） 

オ 公共料金の審査等における原価の査定が厳正に行われるような仕組みの

あり方 
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２ 消費者の視点に立った取組の徹底 

（１）鉄道運賃等 

国土交通省は、鉄道運賃・料金（以下「鉄道運賃等」という。）の決定過程

の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、以下の取組を行う必要が

ある。 

ア 国土交通省は、「鉄軌道の情報提供ガイドライン」（以下「鉄軌道ガイド

ライン」という。）に沿った情報提供を行っているとしているものの、鉄軌

道ガイドライン自体が運賃等改定時を主に意識したものであり、前述の横断

的ガイドラインにおいて示されている運賃等改定後、及び運賃等認可審査の

際の事前の情報提供を念頭に置いたものとはなっていないとみられることか

ら、鉄軌道ガイドラインの見直しを行い、適切に情報提供を行うこと。 

イ 国土交通省は、一定の条件をみたした路線については、加算運賃として消

費者（利用者）に相応の負担（受益者負担）を求めることを認めているとこ

ろ、加算運賃を導入している路線の運賃回収状況や、長期間、加算運賃を継

続する必要性等については、説明責任が十分に果たされているとは言い難い

ことから、当該情報についての確認を行い、適切に情報提供を行うこと。 

なお、確認の結果、加算運賃の必要性が乏しくなったと判断される場合に

は、事業者に対して、加算運賃の見直しに係る適切な指導等を行うこと。 

ウ 国土交通省（運輸審議会）は、審議の経過を消費者（利用者）に伝えるた

めに、提供すべき情報（例えば、議事録、審議資料（配付資料、規制当局か

らの説明の概要等）、公聴会での意見の反映状況等）を拡大するよう検討す

ること。 

  また、鉄道運賃等の認可については、原則として運輸審議会へ諮問し答申

を受けることによって、判断の透明・公正性を確保しているものとみられる

が、説明聴取事案（軽微認定事案）として同審議会への諮問を経ない認可案

件も存するので、審議会への諮問を必要としないと判断した理由や判断基準

についても明らかにすること。 

エ 国土交通省は、他の審議会の例を参考にして、消費者の権利・利益を十分

代弁し得るという観点から、運輸審議会の委員を選任することについて検討

するとともに、運輸審議会一般規則に定める「利害関係人」の解釈について、

例えば、日常的にその交通機関を利用する消費者（利用者）を含めることに

ついて検討を行うこと。 

 

（２）電気料金 

経済産業省は、電気料金の決定過程の透明性等を確保する観点から、「電気

料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」（座長：安念潤司 中央大学大学

院教授）における議論の結果等を踏まえ、料金を決定するために必要な情報の

提供等に努める必要がある。 

なお、電気料金については、今後、厳正な原価評価が行われるものと理解し

ているところ、当該評価を行った結果、適正な料金水準を上回っていると判断

された場合に、電気事業法第23条に基づく変更命令（「値下げ」）が確実に行

えるよう、法令等の見直し・整備を含めた検討を行うことが望ましいと考える。 


